
生駒市条例第１１号 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成１９年３月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

別表第２の１の項中「確認申請手数料」を「確認申請又は計画通知手数料」に

改め、「確認の申請」の次に「又は法第１８条第２項（法第８７条第１項におい

て準用する場合を含む｡)の規定による建築物に関する計画の通知」を、「５，０

００円」の次に「（構造計算適合性判定を要する場合にあっては、９，０００円

と次項に掲げる手数料の額との合計額）」を、「９，０００円」の次に「（構造

計算適合性判定を要する場合にあっては、１３，０００円と次項に掲げる手数料

の額との合計額）」を、「１４，０００円」の次に「（構造計算適合性判定を要

する場合にあっては、１８，０００円と次項に掲げる手数料の額との合計額）」

を、「１９，０００円」の次に「（構造計算適合性判定を要する場合にあって

は、２３，０００円と次項に掲げる手数料の額との合計額）」を、「３４，００

０円」の次に「（構造計算適合性判定を要する場合にあっては、３８，０００円

と次項に掲げる手数料の額との合計額）」を、「４８，０００円」の次に「（構

造計算適合性判定を要する場合にあっては、５２，０００円と次項に掲げる手数

料の額との合計額）」を、「１４０，０００円」の次に「（構造計算適合性判定

を要する場合にあっては、１４４，０００円と次項に掲げる手数料の額との合計

額）」を、「２４０，０００円」の次に「（構造計算適合性判定を要する場合に

あっては、２４４，０００円と次項に掲げる手数料の額との合計額）」を、「４



６０，０００円」の次に「（構造計算適合性判定を要する場合にあっては、４６

４，０００円と次項に掲げる手数料の額との合計額）」を加え、同項の次に次の

ように加える。



１

の

２ 

構造計算適

合性判定手

数料 

法第６条第５項又は

第１８条第４項の規

定による構造計算適

合性判定 

構造計算が法第２０

条第２号イに規定す

る方法により適正に

行われたものである

かどうかの判定のみ

である場合 

構造計算適合性判定を行う１の

建築物ごと（建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）

第１３７条の１４第１号に該当

する場合は、その部分ごと。以

下この項において同じ｡)に次に

掲げる額を合算した額 

ア 床面積が２００平方メート

ル以内の場合 １１７，１０

０円 

イ 床面積が２００平方メート

ルを超え５００平方メートル

以内の場合 １４０，０００

円 

ウ 床面積が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メー

トル以内の場合 １６２，８

００円 

エ 床面積が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方

メートル以内の場合 １８５

，７００円 

オ 床面積が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平

方メートル以内の場合 ２２

１，９００円 

カ 床面積が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００

平方メートル以内の場合 ２

９４，７００円 

キ 床面積が５０，０００平方

メートルを超える場合 ５４

１，３００円 

   構造計算が法第２０

条第２号イ又は第３

号イに規定するプロ

グラムにより適正に

行われたものである

かどうかの判定のみ

である場合 

構造計算適合性判定を行う１の

建築物ごとに次に掲げる額を合

算した額 

ア 床面積が２００平方メート

ル以内の場合 ８８，７００

円 

イ 床面積が２００平方メート

ルを超え５００平方メートル

以内の場合 １００，１００

円 

ウ 床面積が５００平方メート

ルを超え１，０００平方メー

トル以内の場合 １１１，６

００円 

エ 床面積が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方

メートル以内の場合 １２３

，０００円 

オ 床面積が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平

方メートル以内の場合 １３ 



    ９，６００円 

カ 床面積が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００

平方メートル以内の場合 １

７６，０００円 

キ 床面積が５０，０００平方

メートルを超える場合 ２９

７，６００円 

   構造計算が法第２０

条第２号イに規定す

る方法及び同条第２

号イ又は第３号イに

規定するプログラム

により適正に行われ

たものであるかどう

かの判定である場合 

構造計算適合性判定が法第２０

条第２号イに規定する方法によ

り適正に行われたものであるか

どうかの判定のみである場合に

掲げる額及び構造計算適合性判

定が法第２０条第２号イ又は第

３号イに規定するプログラムに

より適正に行われたものである

かどうかの判定のみである場合

に掲げる額の合計額 
 

別表第２の２の項中「確認申請手数料」を「確認申請又は計画通知手数料」

に、「又は」を「若しくは」に改め、「関する確認の申請」の次に「又は法第１

８条第２項の規定による計画の通知に係る計画に法第８７条の２の昇降機に係る

部分が含まれる場合の当該昇降機に関する通知若しくは同条において準用する法

第１８条第２項の規定による建築設備に関する計画の通知」を加え、同表の３の

項中「確認申請手数料」を「確認申請又は計画通知手数料」に、「又は」を「若

しくは」に改め、「確認の申請」の次に「又は法第１８条第２項の規定による工

作物に関する計画の通知」を加え、同表の４の項中「完了検査申請手数料」を「

完了検査申請又は完了検査通知手数料」に改め、「完了検査の申請」の次に「又

は法第１８条第１４項の規定による建築物に関する完了検査の通知」を加え、同

表の５の項中「完了検査申請手数料」を「完了検査申請又は完了検査通知手数料

」に、「又は」を「若しくは」に改め、「関する完了検査の申請」の次に「又は

法第１８条第１４項の規定による完了検査の通知に係る計画に法第８７条の２の

昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する完了検査の通知若しくは

同条において準用する法第１８条第１４項の規定による建築設備に関する完了検

査の通知」を加え、同表の６の項中「完了検査申請手数料」を「完了検査申請又



は完了検査通知手数料」に、「又は」を「若しくは」に改め、「完了検査の申請

」の次に「又は法第１８条第１４項の規定による工作物に関する完了検査の通知

」を加え、同表の７の項中「完了検査申請手数料」を「完了検査申請又は完了検

査通知手数料」に改め、「完了検査の申請」の次に「又は法第１８条第１４項の

規定による建築物に関する完了検査の通知」を加え、同表の８の項中「完了検査

申請手数料」を「完了検査申請又は完了検査通知手数料」に改め、「関する完了

検査の申請」の次に「又は法第１８条第１４項の規定による完了検査の通知に係

る計画に法第８７条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関す

る完了検査の通知」を加え、同表の９の項中「中間検査申請手数料」を「中間検

査申請又は中間検査通知手数料」に、「第７条の３第２項」を「第７条の３第１

項」に改め、「中間検査の申請」の次に「又は法第１８条第１７項の規定による

建築物に関する中間検査の通知」を加え、同表の１０の項中「中間検査申請手数

料」を「中間検査申請又は中間検査通知手数料」に、「第７条の３第２項」を「

第７条の３第１項」に、「又は」を「若しくは」に改め、「関する中間検査の申

請」の次に「又は法第１８条第１７項の規定による中間検査の通知に係る計画に

法第８７条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合の当該昇降機に関する中間検

査若しくは同条において準用する法第１８条第１７項の規定による建築設備に関

する中間検査の通知」を加え、同表の１１の項中「中間検査申請手数料」を「中

間検査申請又は中間検査通知手数料」に、「第７条の３第２項」を「第７条の３

第１項」に改め、「中間検査の申請」の次に「又は法第１８条第１７項の規定に

よる工作物に関する中間検査の通知」を加え、同表の１２の項中「承認の申請」

の次に「又は法第１８条第２２項第１号（法第８７条の２又は第８８条第１項若

しくは第２項において準用する場合を含む｡)の規定による仮使用の承認の申請」

を加え、同項の次に次のように加える。 

 



12

の

２ 

道路位置指

定申請手数

料 

法第４２条第１項第５号の規定による道路の

位置の指定の申請に対する審査 

５０，０００円 

 

別表第２の１６の項の次に次のように加える。 

 
16

の

２ 

私道の変更又

は廃止申請手

数料 

法第４５条の規定による私道（法第４２条第

１項第５号の規定による道路の位置の指定を

受けたものに限る｡)の変更又は廃止の申請に

対する審査 

５０，０００円 

 

別表第２備考第１項第２号及び第４号中「確認を受けた建築物」の次に「又は

計画通知に係る建築物」を加え、同表備考第２項を同表備考第３項とし、同表備

考第１項の次に次の１項を加える。 

２ １の２の項の床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める面積について算定する。 

(1) 構造計算適合性判定に係る建築物を建築し、又は大規模の修繕若しく

は大規模の模様替をする場合 構造計算適合性判定に係る建築物ごと（建

築基準法施行令第１３７条の１４第１号に該当する場合は、その部分ご

と。以下同じ｡)の床面積 

(2) 構造計算適合性判定を含む確認を受けた建築物又は計画通知に係る建

築物の計画の変更をして建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規

模の模様替をする場合 構造計算適合性判定に係る建築物ごとの床面積（

増加する部分がある場合は、その部分の床面積に２を乗じて得たものに、

増加する以外の部分の床面積を加えたもの）の２分の１ 

(3) 構造計算適合性判定を含まない確認を受けた建築物又は計画通知に係

る建築物の計画の変更をして構造計算適合性判定に係る建築物を建築し、

又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 第１号に掲げる床

面積 

附 則 



この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正す

る法律（平成１８年法律第９２号）の施行の日から施行する。 


